
お
知
ら
せ

時 所

入札参加受付 ２/25（金）～３/９（水）
８:30 ～�17:15 本庁５階　教育総務課

現地説明会 ３/４（金）13:30 ～ 旧陽成小学校

入札 ３/17（木）��９:30 ～ 本庁５階　教育委員会室

種類 メーカー 品番 製造番号 購入年 設置場所

アップライト
ピアノ KAWAI BL-31 M1015178 不明 旧陽成小学校

SATSUMASENDAI INFORMATION
市
の
施
設
使
用
料
減
免

　
　

高
齢
者
団
体
は
申
請
を

　
高
齢
者
の
健
康
増
進
な
ど
を
図
る

た
め
、
高
齢
者
団
体
が
市
の
施
設
を

使
用
す
る
場
合
、
申
請
に
よ
り
施
設

使
用
料
を
減
免
し
ま
す
。

対
象
団
体
／
市
内
に
住
所
を
有
し
、

会
員
が
10
人
以
上（
う
ち
60
歳
以
上

の
高
齢
者
が
お
お
む
ね
４
分
の
３
以

上
）で
、
高
齢
者
の
健
康
増
進
お
よ

び
介
護
予
防
に
役
立
つ
活
動
を
行
う

次
の
団
体

①�

高
齢
者
ク
ラ
ブ
連
合
会
お
よ
び
同

連
合
会
に
所
属
す
る
単
位
高
齢
者

ク
ラ
ブ

②�

任
意
の
高
齢
者
団
体

対
象
施
設
／
高
齢
者
の
健
康
増
進
や

介
護
予
防
活
動
が
可
能
な
高
齢
者
福

祉
施
設
、
体
育
施
設
な
ど

減
免
割
合
／

①
全
額
減
免

②
５
割
減
免

※�

エ
ア
コ
ン
な
ど
付
属
設
備
の
使
用

料
は
減
免
対
象
外
で
す
。

申
請
開
始
／
３
月
14
日（
月
）～

申
請
方
法
／
本
庁
高
齢
・
介
護
福
祉

課
ま
た
は
各
支
所
、
甑
島
振
興
局
、

各
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
備
え

付
け
の
申
請
書
な
ど
に
必
要
事
項
を

明
記
の
上
、
直
接

※�

申
請
内
容
を
審
査
し
、
減
免
が

適
当
と
認
め
た
団
体
に
は｢

高
齢

者
団
体
認
定
書｣

を
交
付
し
ま
す
。

公
共
施
設
の
使
用
申
し
込
み
の
際

に
、
必
ず
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

本
庁
高
齢
・
介
護
福
祉
課
高
齢

者
福
祉
Ｇ（

２
６
７
３
）ま
た
は
各

支
所
、
甑
島
振
興
局

各
世
帯
お
よ
び
事
業
所
な
ど

へ
の
防
災
行
政
無
線
戸
別
受

信
機
の
設
置

　
台
風
や
大
雨
時
な
ど
本
市
内
の
皆

さ
ま
へ
防
災
情
報
を
伝
達
す
る
手
段

の
一
つ
と
し
て
、
各
世
帯
お
よ
び
市

内
事
業
所
へ
戸
別
受
信
機
を
設
置
し

て
い
ま
す
。
転
入
や
新
築
な
ど
で
未

設
置
の
場
合
は
、

へ
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。
日
程
な
ど
を
調
整
し
、
設
置

し
ま
す
。

※�

戸
別
受
信
機
を
設
置
し
て
い
る
建

物
を
解
体
す
る
場
合
、
ま
た
は
、

世
帯
全
員
が
転
出
さ
れ
る
場
合
は
、

必
ず
市
役
所
へ
戸
別
受
信
機
を
返

却
し
て
く
だ
さ
い
。

■
乾
電
池
は
常
に
確
認
を

　
戸
別
受
信
機
は
、
停
電
時
の
非
常

用
電
源
と
し
て
本
体
裏
側
に
乾
電
池

（
単
三
４
個
）を
装
備
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。（
乾
電
池
は
各
自
で
ご
準
備

く
だ
さ
い
）

　
約
１
年
程
度
で
消
耗
し
、
ま
た
長

期
間
乾
電
池
を
入
れ
て
い
る
と
液
漏

れ
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
定

期
的
に
交
換
し
て
く
だ
さ
い
。

■
不
具
合
が
生
じ
た
と
き

　
放
送
が
聞
き
づ
ら
い
な
ど
の
不
具

合
な
ど
は

ま
で
、
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。本

庁
防
災
安
全
課
防
災
Ｇ（

４

９
２
２
）

ピ
ア
ノ
を
売
却
し
ま
す

　
入
札
へ
の
参
加
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、
説
明
会
に
ご
参
加
く
だ
さ

い
。（
参
加
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
で
も
、

入
札
に
際
し
て
は
、
説
明
会
に
参
加

さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
ま
す
）

※�

入
札
参
加
資
格
者
は
、
地
方
自
治

法
施
行
令
第
１
６
７
条
の
４
の
規

定
に
該
当
し
な
い
個
人
ま
た
は
法

人
に
限
り
ま
す
。

※�

入
札
に
参
加
希
望
の
方
は
、
必
ず

入
札
参
加
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

▼�

ピ
ア
ノ
は
現
状
の
ま
ま
で
引
き
渡

し
ま
す
。

▼�

ピ
ア
ノ
の
搬
出
に
係
る
費
用
は
落

札
者
の
負
担
と
い
た
し
ま
す
。

▼�

入
札
時
は
、
必
ず
印
鑑（
ス
タ
ン

プ
印
不
可
）を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▼�

予
定
価
格
以
上
の
最
高
価
格
で
入

札
し
た
方
に
売
却
し
ま
す
。

▼�

関
係
書
類
は
、
本
庁
５
階
教
育
総

務
課
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上

で
閲
覧
で
き
ま
す
。

本
庁
教
育
総
務
課
教
育
施
設
整

備
Ｇ（

５
１
３
２
）

送
り
付
け
商
法
に
注
意
を
！

　｢

注
文
し
た
覚
え
の
な
い
商
品
が

届
い
た｣

と
い
う
相
談
が
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。
特
定
商
取
引
法
が
改
正

さ
れ
、
事
業
者
か
ら
一
方
的
に
送
り

付
け
ら
れ
た
商
品
に
つ
い
て
は
、
消

費
者
は
直
ち
に
処
分
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
実
際
は
家

族
・
友
人
か
ら
の
贈
り
物
や
誤
配
送
、

注
文
し
た
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
と
い

う
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

　
届
い
た
商
品
を
す
ぐ
に
処
分
す
る

と
別
の
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
恐
れ
も
あ

り
ま
す
の
で
、
確
認
が
必
要
で
す
。

処
分
す
る
か
迷
っ
た
ら
消
費
生
活
相

談
窓
口
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

消
費
生
活
相
談
窓
口
　
消
費
者
ホ
ッ�

ト
ラ
イ
ン

局
番
な
し
１
８
８

薩
摩
川
内
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

（
23
）０
８
０
８

子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別

給
付
金（
市
独
自
事
業
：
特
例

給
付
受
給
者
等
分
）

　
次
の
対
象
者
に
給
付
金
を
支
給
し

ま
す
。

対
象
者
／
申
請
時
点
に
お
い
て
本
市

に
住
所
を
有
し
、
平
成
15
年
４
月
２

日
か
ら
令
和
４
年
３
月
31
日
ま
で
に

生
ま
れ
た
子
ど
も
を
養
育
す
る
方
で
、

所
得
制
限
に
よ
り
、
国
の｢

子
育
て

世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金｣

の
支

給
対
象
に
な
ら
な
い
方

支
給
額
／
子
ど
も
１
人
に
つ
き
10
万

円支
給
時
期
／
申
請
受
付
後
、
随
時

申
請
に
必
要
な
書
類
な
ど
／
本
庁
子

育
て
支
援
課
に
備
え
付
け
の
申
請
書
、

申
請
者
名
義
の
預
金
通
帳
ま
た
は

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
、
顔
写
真
付
き

の
本
人
確
認
書
類

※�

こ
の
他
に
も
必
要
な
書
類
を
提
出

し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
請
締
切
／
３
月
11
日（
金
）

※�

令
和
４
年
３
月
生
ま
れ
の
子
ど
も

を
養
育
す
る
場
合
な
ど
は
こ
の
限

り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

申
請
方
法
／
申
請
に
必
要
な
書
類
を

準
備
、
必
要
事
項
を
明
記
の
上
、
本

庁
子
育
て
支
援
課
へ
直
接
ま
た
は
送

42022.2.25 広報

付※�

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

本
庁
子
育
て
支
援
課
育
成
支
援

Ｇ（

２
３
６
４
）

介
護
予
防
元
気
度
ア
ッ
プ
事
業

ポ
イ
ン
ト
転
換
の
団
体
受
付

　
令
和
３
年
度
介
護
予
防
元
気
度

ア
ッ
プ
事
業
ポ
イ
ン
ト
転
換
に
つ
い

て
、
５
人
以
上
の
団
体
に
限
り
事
前

受
付
を
行
い
ま
す
。

期
間
／
３
月
７
日（
月
）～
31
日（
木
）

※�

個
人
の
ポ
イ
ン
ト
転
換
申
請
は
、

４
月
11
日（
月
）～

申
請
方
法
／
本
庁
２
階
高
齢
・
介
護

福
祉
課
ま
た
は
各
支
所
、
甑
島
振
興

局
、
各
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
へ

申
請
さ
れ
る
団
体
全
員
分
の
カ
ー
ド

を
お
持
ち
の
上
、
直
接

本
庁
高
齢
・
介
護
福
祉
課
包
括

支
援
Ｇ（

２
６
７
６
）�

ま
た
は
各

支
所
、
甑
島
振
興
局
、
各
市
民
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー

甑
島
住
民
・
準
住
民
割
引
変

更
に
よ
る｢

高
速
船
甑
島｣

の

運
賃
変
更

　
甑
島
航
路
で
は
、
有
人
国
境
離
島

法
に
基
づ
く
鹿
児
島
県
特
定
有
人
国

境
離
島
地
域
航
路
・
航
空
路
運
賃
低

廉
化
事
業
に
よ
り
高
速
船
・
フ
ェ

リ
ー
運
賃
の
住
民
・
準
住
民
割
引
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

　
割
引
額
は
Ｊ
Ｒ
九
州
の
運
賃
な
ど

か
ら
算
定
さ
れ
ま
す
が
、
４
月
１
日

か
ら
Ｊ
Ｒ
九
州
の
運
賃
な
ど
で
、
自

由
席
特
急
料
金
が
見
直
し
と
な
る
こ

と
に
伴
い
、｢

高
速
船
甑
島｣

の
住
民
・

準
住
民
割
引
お
よ
び
、
運
賃
が
変
更

と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
フ
ェ
リ
ー
の
住
民
・
準
住

民
割
引
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

本
庁
経
済
政
策
課
企
画
総
務
Ｇ
　

（

５
７
４
２
）

甑
島
商
船
㈱

（
32
）６
４
５
８

�

▲市HP

運賃（大人・片道）　　����　�（単位：円）

航路 現行 変更後
（４月～）

川内～
甑島各港 2,270 2,440

里～長浜 1,490 1,610

…問合先　 …申込先・提出先・申請先　 …電話番号　 …内線　 �…FAX　  …メールアドレス

川内保健センターからのお知らせ

※�川内地域以外の母子健康手帳交付および健康相談（成人・母子）

については、随時実施しますので樋脇・入来・東郷・祁答院

地域は川内保健センターへ、里・上甑・下甑・鹿島地域は甑

島振興局へご連絡ください。

※�臨床心理士によるこころの健康相談の日程については、問い

合わせください。

事　　業 時

母子健康手帳交付 毎週火曜日（祝日を除く）
9:00 ～ 9:20 受付

健康相談（成人・母子）
※要予約

毎週火曜日（祝日を除く）
10:00 ～ 11:30

■発　行
薩摩川内市
〒895-8650　鹿児島県薩摩川内市神田町3-22
　　　　　　  0996（23）5111   0996（20）5570
　　　　　　  0996（22）8115（直通）
　　　　　　��※音声案内後に内線番号を押してください。
閉庁日および時間外   0996（23）5115
■編　集
本庁企画政策部広報室（ 633・634）
koho@city.satsumasendai.lg.jp

■各支所など
樋脇支所　　〒895-1292　樋脇町塔之原1173
　　　　　　 �0996（37）3111��� 0996（37）2252
入来支所　　〒895-1492　入来町浦之名33
　　　　　　 �0996（44）3111��� 0996（44）3117
東郷支所　　〒895-1106　東郷町斧渕362
　　　　　　 �0996（42）1111��� 0996（42）0767
祁答院支所　〒895-1595　祁答院町下手67
　　　　　　 �0996（55）1111��� 0996（55）1021
甑島振興局　〒896-1201　上甑町中甑481-1
　　　　　　 �09969（2）0001��� 09969（2）1490
　里市民サービスセンター　〒896-1192　里町里1922
　　　　　　 �09969（3）2311��� 09969（3）2912
　鹿島市民サービスセンター　〒896-1392　鹿島町藺牟田1457-10
　　　　　　 �09969（4）2211��� 09969（4）2672
下甑支所　　〒896-1696　下甑町手打819
　　　　　　 �09969（7）0311���� 09969（7）0753
消防局　　　〒895-0072　中郷町5031-1
　　　　　　 �0996（22）0119��� 0996（20）3430
水道局　　　〒895-0074　原田町22-10
　　　　　　 �0996（20）8500��� 0996（20）8512
■広報電話

0120（894）256
※夜間救急当番医や水道サービスセンターの情報が電話で確認できます。

■新型コロナワクチン接種　コールセンター
�050（3850）0018
※月曜日〜土曜日の8：30 〜 17：30　※日曜日・祝日は休み

市民の動き（1月1日現在）

■総人口 93,176人（＋�� �31人）
　男　性 45,053人（＋�� �43人）
　女　性 48,123人（−�� �12人）
■世帯数 46,260世帯（＋�� �14人）

※住民基本台帳人口

※（　）は前月に対する増減数です。

やくしょにコール

　３月１日 ( 火 ) 〜７日 ( 月 )は｢子ども予防接種週間｣です。予防

接種の受け漏れがないか確認し、未接種のものがある場合は、こ

の機会に接種を受け、４月からの入園・入学に備えましょう。な

お、予診票の紛失等の場合は、川内保健センターにご連絡くださ

い。

問合先
■�市民健康課健康増進第１・第２G�
（川内保健センター内）（22）8811
■甑島振興局

【今月のトピック】

Satsumasendai city Public Relations, 2022.2.255


